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富山県告示第301号 

   道路の位置の指定について 

 建築基準法（昭和25 年法律第 201号）第42条第１項第５号に規定する道路の位置 

を次のように指定した。 

  令和５年７月14日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

道路番号 幅  員 
(メートル) 

延  長 
(メートル) 

道路の位置 
指定年月日 

始点の地名地番 終点の地名地番 

１ 6.00 50.33 滑川市上島 192
番 

滑川市上島 194
番 

令和５年 
６月５日 

２ 6.00 27.66 黒部市三日市字
梅ノ木 997番１ 

黒部市三日市字
梅ノ木 996番５ 

令和５年 
６月６日 

３ 4.00～6.00 43.59 滑川市上小泉字
高堂1981番１ 

滑川市上小泉字
下江又キ1980番
１ 

令和５年 
６月28日 

 

 

 

毎週月.水.金曜日発行 
令和５年７月14日 

金 曜 日 
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富山県告示第302号 

   指定居宅サービス事業者の指定について 

介護保険法（平成９年法律第 123号）第41条第１項の規定により、次のとおり指定 

居宅サービス事業者を指定したので、同法第78条第１号の規定により公示する。 

  令和５年７月14日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

事業所番号 1671100251 

指定年月日 令和５年７月１日 

申 請 者 名称 社会福祉法人射水万葉会 

事 業 所 
所在地 射水市七美 879番地１ 

名称 福祉プラザ七美デイサービスセンター 

サービスの種類 通所介護 

 

事業所番号 1671100889 

指定年月日 令和５年７月１日 

申 請 者 名称 株式会社嬉浴 

事 業 所 
所在地 射水市手崎 182番地１ 

名称 訪問入浴サービス嬉浴 

サービスの種類 訪問入浴介護 

 

事業所番号 1670800794 

指定年月日 令和５年７月１日 

申 請 者 名称 合同会社相照 

事 業 所 
所在地 砺波市秋元200番地15 

名称 アイテラスケアセンター 

サービスの種類 訪問介護 
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富山県告示第303号 

   指定介護予防サービス事業者の指定について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第53条第１項の規定により、次のとおり指 

定介護予防サービス事業者を指定したので、同法第115条の10の規定により公示す

る。 

  令和５年７月14日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

事業所番号 1671100889 

指定年月日 令和５年７月１日 

申 請 者 名称 株式会社嬉浴 

事 業 所 
所在地 射水市手崎 182番地１ 

名称 訪問入浴サービス嬉浴 

サービスの種類 介護予防訪問入浴介護 

 

事業所番号 1661190130 

指定年月日 令和５年７月１日 

申 請 者 名称 株式会社マーキテック 

事 業 所 
所在地 射水市庄川本町14番19号 

名称 訪問看護ステーション haru style 富山 

サービスの種類 介護予防訪問看護 

 

 

富山県告示第304号 

   県営土地改良事業換地計画書の縦覧について 

 土地改良法（昭和24年法律第 195号）第89条の２第１項の規定により、県営農地 

整備事業大布施南部地区の換地計画を定めたので、同条第４項において準用する同 

法第87条第５項の規定により公告し、関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

  令和５年７月14日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
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１ 縦覧に供すべき書類 

  換地計画書の写し 

２ 縦覧の期間 

    令和５年７月18日から 

    令和５年８月16日まで 

３ 縦覧の場所 

  黒部市役所 

教示 

 １ この換地計画（以下「計画」という。）については、土地改良法第89条の２ 

  第４項で準用する同法第87条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日 

  から起算して15日以内に、 富山県知事に対して審査請求をすることができま 

  す。  

 ２ この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和37年法 

  律第 139号）第14条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（１の 

  審査請求をした場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を 

  知った日の翌日から起算して６箇月以内に、富山県を被告として（訴訟におい 

  て富山県を代表する者は、富山県知事となります。）、この計画の取消しの訴 

  えを提起することができます。ただし、この計画が定められた日の翌日から起 

  算して１年を経過したときは、この計画の取消しの訴えを提起することができ 

  ません。 
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公      告 
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開発行為の工事完了 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第29条第１項の規定により許可した開発行 

為に関する工事が完了したので、同法第36条第３項の規定により公告する。 

  令和５年７月14日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

開発区域又は工区に 
 

含まれる地域の名称 

公 共 施 設 開 発 許 可 を 受 け た 者 

位置･区域 種 類 住    所 氏   名 
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黒部市立野277番１外19 
筆、233番１地先、276番 
３地先、277番１地先、 
277番２地先及び289番２ 
地先並びに堀切913番６ 
地先、948番地先、972番 
３地先及び975番４地先  

同 左 
道 路 
水 路 
公 園 

富山市新庄本町二丁 
目２番43号 

株式会社サン 
ビック富山 
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